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★子どもの

・熊本県南部発達障がい者支援センター

・天草地域療育センター Tel 0969

・天草学園 Tel 0969

・熊本県立天草支援学校 Tel 0969

・熊本県立苓北支援学校 Tel 0969

・天草慈恵病院（発達障がい児支援拠点病院

【大人にできること】

こころとからだのケア

【身体面】

■子どものそばにいて、向き合

■ふだん通りの声かけやスキンシップ

■リラックスできる活動や楽し

■決まった時間の散歩など、生活日課

平成２８年４月の熊本地震では、多
儀なくされました。そのような状況において
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対応にもつながることから、周囲の人みんなで
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★熊本県では、精神科の医師や臨床心理士

相談に応じています。 熊本こころのケアセンター

【災害時にそなえて、「ふだん」から

■どこに避難するかを調べ、歩いて避難場所

行く練習をする。

■家族との連絡方法を決めておく。電話番号

紙に書いておき、自分でかけたり、誰かに

んだりする練習をする。

■子どもの特性や特徴（好きなことや苦手

と、できることやできないこと）をサポート

カードなどに書いたり、周囲の人に伝えたり

しておく。

■防災リュックの中身を点検し、背負う練習

する。

・筑波大学 宮本信也（２００４

『障がいのある子どもへの

・東京女子大学 前川あさ

『災害と発達障がい』

・食欲不振
・頭痛
・腹痛
・排泄の失敗
・下痢、便秘
・発熱
・嘔吐など
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どもの発達等について相談したいときは・・・

センター“わるつ” Tel 0965-62-8839

http://www.hikawagakuen.com/waroots/

Tel 0969-23-7049 ・第２はまゆう療育園 Tel 0969

Tel 0969-22-3873 ・ピースバイピース Tel 0969

0969-23-0141 http://sakura1.higo.ed.jp/sh/amakusa

Tel 0969-35-1780 http://sh.higo.ed.jp/reihoku-

児支援拠点病院）Tel 0969-37-1111 （完全予約制）
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【精神面】 【行動面

★災害時に、困ったときには・・・
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